
リ

ニ
ア
エ
事
認
可
取
消
訴
訟
は
今
、
最
高
裁
に
上
告
中
で
す

二
〇

一
六
年
二
月
、
リ
ニ
ア
新
幹
線
工
事
実
施
計
画
の
鍵
可
取
り
消

し
を
求
め
て
、
セ
百
人
余
り
が
東
京
地
裁
に
訴
え
た
「
ス
ト
ッ
プ
・リ
ニ

ア
ー
訴
訟
」
は
間
も
な
く
九
年
が
経
過
し
ま
す
ｏ

途
中
、
東
京
地
裁
は
、
五
百
二
十
名
を
超
え
る
原
告
に
「
斥
告
に
そ
ぐ

わ
な
い
」
と
し
て
「
原
告
適
格
」
を
認
め
な
い
と
す
る
中
間
判
決
を
言
い
波

し
ま
し
た
。
原
告
側
は
直
ち
に
東
京
高
裁
に
上
訴
（
控
訴
）
し
、
東
京
高

裁
は

一
昨
年
七
月
の
判
決
で
、
一
審
で
認
め
な
か
っ
た
二
十
六
名
の
原
告

適
格
の
再
審
理
を
地
裁
で
行
う
判
断
を
示
し
ま
し
た
。
し
か
し

一
二
〇

名
余
り
の
原
告
の
適
格
は
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
も
多
数
の
原
告
迪

格
を
認
め
な
か
っ
た
こ
の
高
裁
判
決
を
不
服
と
し
て
、
私
た
ち
は
最
高
裁

に
上
告
し
ま
し
た
。

リ

ニ
ア
エ
事
に
よ
る
住
民
生
活
の
安
全
や
自
然
破
壊
を

訴
え
る
原
告
に
適
格
を
認
め
な

い
の
は
誤
り
で
す

地
裁
の
中
間
判
決
は
リ
ニ
ア
の
環
境
ア
セ
ス
の
ず
さ
ん
さ
や
リ
ニ
ア
の
安

全
性
を
危
惧
す
る
原
告
を

一
方
的
に
排
除
す
る
も
の
で
、
高
裁
も
基
本

的
に
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

二
〇
二
七
年
に
品
川
。名
古
屋
間
で
開
業
す
る
計
画
だ
っ
た
リ
ニ
ア
新

幹
線
は
工
事
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
ま
す
。
建
設
ｏ営
業
主
体
の
Ｊ
Ｒ
東
海

自
身
は
少
な
く
と
も
開
業
は
二
〇
二
四
年
以
降
に
な
る
と
し
て
い
ま
す

が
、
沿
線
で
は
地
下
水
の
枯
渇
や
地
盤
沈
下
、
酸
欠
気
泡
の
発
生
な
ど
の

被
害
が
起
き
て
お
り
、
中
間
駅
や
車
両
基
地
建
設
も
工
事
の
遅
滞
が
相

次
い
で
お
り
、
開
業
が
十
年
以
上
遅
れ
る
こ
と
は
確
実
で
す
。

私
た
ち
は
、
国
交
大
臣
の
リ
エ
ア
エ
事
認
可
が
杜
撰
な
環
境
影
響
調

査
を
基
に
し
た
評
価
書
を
九
呑
み
に
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。

最
高
裁
の
判
事
の
皆
さ
ん
、
職
員
の
皆
さ
ん
、
工
事
実
施
後
に
起
き
た

事
態
を
重
く
見
て
、
中
間
判
決
を
見
直
さ
れ
、
公
正
な
判
断
を
示
こ
れ

る
よ
う
要
請
し
ま
す
。

二
〇
二
五
年

四
月
二
四
日

ス
ト
■
７
・
リ
ニ
ア
′
露
識
鷹
告
団

・
弁
護
団



リ

ニ
ア
エ
事
認
可
取
消
訴
訟
は
今
、
最
高
裁
に
上
告
中
で
す

二
〇

一
一
年
二
月
、
リ
ニ
ア
計
画
が
認
め
ら
れ
、
翌
年
か
ら
Ｊ
Ｒ
東
海

に
よ
る
環
境
影
響
調
査
が
二
年
闘
行
わ
れ
、
二
〇

一
四
年
に
環
境
影
響

評
価
書
が
提
出
さ
れ
、
工
事
実
施
計
画
が
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

評
価
書
で
は
、
工
事
や
営
業
運
転
に
伴
う
沿
線
の
生
活
環
境
や
自
然

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
環
境
影
響
調

査
の
調
査
・評
価
が
性
恙
・ず
さ
ん
で
あ
り
、
地
質
・地
盤
調ヽ
査
が
・舞
一め
て

鉢
拝
礼
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、
岐
阜
県
端
浪
市

大
漱
町
で
は
リ
ニ
ア
の
ト
ン
ネ
ル
エ
事
が
原
因
で
井
戸
枯
れ
や
、
最
大
十

セ
ン
チ
の
地
盤
沈
下
が
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
・
町
田
市
で
酸
未
濃

度
わ
ず
か

一
％
の
酸
欠
気
泡
が
民
家
敷
地
内
に
吹
き
出
し
、
愛
知
県
春

日
井
市
明
知
町
で
多
数
の
井
戸
な
ど
が
枯
れ
る
事
態
が
起
き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
Ｊ
Ｒ
東
海
は
何
の
実
効
性
の
あ
る
対

策
を
立
て
て
い
な
い
の
で
す
。
先
日
の
国
会
審
議
で
、
端
浪
市
の
地
下
ト
ン

ネ
ル
に
つ
い
て
Ｊ
Ｒ
東
海
が
事
前
に
先
進
坑
工
事
も
行
わ
ず
、
向
う
見
ず

に
本
ト
ン
ネ
ル
エ
事
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

住
民
の
所
有
権
や
生
活
権
を

一
方
的
に
奪
う
リ
ニ
ア
エ
事
に
、

だ
れ
も
が
異
議
を
訴
え
る
の
は
当
然
で
す

沿
線
か
ら
離
れ
て
い
る
原
告
に
は
リ
ニ
ア
エ
事
の
影
響
は
な
い
、
沿
線

上
に
土
地
を
所
有
し
て
い
る
原
告
も
買
収
の
話
が
あ
っ
て
か
ら
争
え
ば
い

い
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
東
京
高
裁
は
多
く
の
原
告
の
適
格
を
排
除
し
ま

し
た
。
国
策
事
業
で
も
あ
り
、
今
や
十
兆
二
十
億
円
に
膨
れ
上
が
っ
た
巨

人
事
業
に
対
し
国
民
誰
れ
に
も
、
裁
判
で
異
議
を
訴
え
る
権
利
と
資
格

が
あ
り
ま
す
。
リ
ニ
ア
申
間
駅
周
辺
で
は
住
民
に
対
し
て
Ｊ
Ｒ
東
海
に
よ

る
買
収
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
土
地
所
有
者
に
対
し
第

一
に
原
告
適
格

を
認
め
る
の
は
当
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
間
判
決
は
誤
っ
て
い
ま
す
。
最
高
裁
判
事
の
皆
さ
ん
、
職
員
の
皆
さ

ん
、
中
間
判
決
に
つ
い
て
十
分
に
審
査
さ
れ
、
東
京
高
裁
に
差
し
戻
す
な

ど
の
判
断
を
下
さ
れ
る
よ
う
要
請
し
ま
す
。

二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日

ス
ト
ッ
７
・
リ
エ
ア
′
訴
識
原
告
団

・
弁
護
団


